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船舶事故調査報告書 

 

令和４年５月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年７月１８日 １４時２０分ごろ 

発生場所 滋賀県野洲
や す

市吉
よし

川
かわ

北西方沖（琵琶湖南東部） 

吉川三等三角点から真方位２２８°１,０６０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０８.２′ 東経１３５°５８.７′） 

事故の概要 水上オートバイTANATY
タ ナ テ ィ

は、２人を乗せた浮体をえい
．．

航して西北西進

中、また、水上オートバイWAKE
ウェイク

 １５５は、同乗者１人とウェイクボ

ーダー１人をえい
．．

航して南西進中、浮体と WAKE １５５とが衝突し

た。 

TANATYは、浮体の搭乗者２人が負傷し、浮体の右側面に擦過傷を生

じ、また、WAKE １５５は、船長が負傷し、左舷船首部に擦過傷を生

じた。 

事故調査の経過 令和３年８月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ TANATY、０.２トン 

２５０－５９１６７京都、個人所有 

２.９９ｍ（Lr）×１.２２ｍ×０.６０ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１９３.００kＷ、平成３０年６月 

Ｂ 浮体、直径約１.８ｍ、個人所有 

Ｃ 水上オートバイ WAKE １５５、０.２トン 

２５３－３１６１９大阪、個人所有 

２.８４ｍ（Lr）×１.１７ｍ×０.４４ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、９６.４０kＷ、平成２１年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ２７歳 

特殊小型船舶操縦士 

免許登録日 平成２９年６月２７日 

免許証交付日 平成２９年６月２７日 

（令和４年６月２６日まで有効） 

Ｂ 搭乗者Ｂ１ ２０歳 

搭乗者Ｂ２ ２７歳 

Ｃ 船長Ｃ ５５歳 
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二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成２年１月１６日 

免許証交付日 令和元年８月５日 

（令和７年１月１５日まで有効） 

  同乗者Ｃ １９歳 

ウェイクボーダー ２４歳 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（搭乗者Ｂ１、搭乗者Ｂ２） 

Ｃ 軽傷 １人（船長Ｃ） 

損傷 Ａ なし 

Ｂ 右側面に擦過傷 

Ｃ 左舷船首部に擦過傷 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東南東、風力 ２、視界 良好 

水象：湖上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、左側に搭乗者Ｂ１及び右側に搭

乗者Ｂ２を乗せたトーイングチューブと称する浮体（以下「本件浮

体」という。）を長さ約１８ｍの化学繊維製索でえい
．．

航し、令和３年

７月１８日１４時１８分ごろ、知人らとバーベキューを行っていた場

所の前面水域（以下「係留地Ａ」という。）を発進して遊走を開始

し、約５km/h の速力（対地速力、以下同じ）で西北西進した。（写真

１、写真２、図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ１ 

Ｂ２ 

進行方向 

写真１ Ａ船 

写真２ 本件浮体 

図１ 本件浮体の搭乗者配置状況 

損傷箇所 

進行方向 

船首方向 



- 3 - 

船長Ａは、約１００ｍ航行したところで、１４時１９分ごろ、左舷

前方からＡ船の前方を右舷前方に横切り北東進するＣ船を認めたと

き、Ｃ船が速い速力で進んでいたのでそのまま北東進を続けると思

い、針路及び速力を保持して西北西進を続けていたところ、１４時２

０分ごろ、本船の右舷側バックミラーで、右斜め後方から本件浮体に

急速に接近するＣ船に気付き、スロットルを操作して機関を中立運転

としたものの、本件浮体の右側面とＣ船の左舷船首部とが衝突した。 

船長Ａは、落水した搭乗者Ｂ１及び搭乗者Ｂ２をＡ船に引き上げ、係

留地Ａに戻り、知人に救急車の手配を依頼した。 

Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、後部座席に同乗者Ｃ１人を後方

の見張りとして船尾方に向いて乗せ、ウェイクボードに乗ったウェイ

クボーダーを、長さ約１７ｍの化学繊維製索でえい
．．

航し、１４時００

分ごろ、係留地Ａから南方に約２００ｍの場所（以下「係留地Ｃ」と

いう。）を発進して遊走を開始し、約２５km/h の速力で北西進した。

（写真３、写真４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船長Ｃは、ウェイクボーダーの経験が浅く、ふだんよりも速力を落

としていたが、ウェイクボーダーの様子が気になり、反転して南西進

したとき、１４時１９分５０秒ごろ、後方を振り返ってウェイクボー

ダーを見ながら航行中、前方に視線を戻したところ、１４時２０分ご

ろ、突然、左斜め前方に西北西方にえい
．．

航される本件浮体を認め、ス

写真３ Ｃ船 

船
首
方
向 

損傷箇所 

写真４ ウェイクボード及びけん
．．

引索 

進行方向 
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ロットルを操作して機関を中立運転としたものの、Ｃ船の左舷船首部

と本件浮体の右側とが衝突した。 

船長Ｃは、本件浮体若しくは搭乗者Ｂ２の体が左腕に当たって落水

し、同乗者ＣによりＣ船に引き上げられた後、係留地Ａに行き、搭乗

者Ｂ１及び搭乗者Ｂ２が負傷していることを知った。 

搭乗者Ｂ１及び搭乗者Ｂ２は、来援した救急車で病院に搬送され、搭

乗者Ｂ１が右目まぶた切創と、搭乗者Ｂ２が全身打撲（首、臀部、腰

部、左腿）とそれぞれ診断された。 

船長Ａ及び船長Ｃは、到着した警察官により、事情聴取を受けた。 

船長Ｃは、左腕が腫れて痛みがあったので、後日、病院で診察を受

け、左腕挫傷、打撲と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ｃは、ウェイクボーダーの経験が浅く、ふだんよりも速力を落

としていたが、ウェイクボーダーの様子が気になり、ウェイクボーダ

ーを見ながら操船していたので、Ａ船に気付かず、本件浮体に気付く

のが遅れたと本事故後に思った。 

船長Ｃは、衝突後、警察官から呼気によるアルコール検査を受け、

酒気帯びと判定された。 

船長Ａ、搭乗者Ｂ１、搭乗者Ｂ２、船長Ｃ、同乗者Ｃ及びウェイク

ボーダーは、全員が小型船舶用救命胴衣（ジャンパー式）を着用して

いた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ船は、野洲市吉川北西方沖において、本件浮体をえい
．．

航して西北

西進中、船長Ａが、Ａ船の前方を通過して北東進するＣ船を認めた

際、Ｃ船がそのまま北東進を続けると思い、同じ針路及び速力で航行

を続けたことから、反転して南西進するＣ船に気付くのが遅れ、本件

浮体とＣ船とが衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、Ｃ船が速い速力で進んでいたことから、Ｃ船がそのまま

北東進を続けると思ったものと考えられる。 

Ｃ船は、野洲市吉川北西方沖において、ウェイクボーダーをえい
．．

航

して北東進中、船長Ｃが、ウェイクボーダーの経験が浅く、ふだんよ

りも速力を落としていたが、ウェイクボーダーの様子が気になり、反

転して南西進し、後方を振り返ってウェイクボーダーを見ながら同じ

針路及び速力で航行を続けたことから、本件浮体に気付くのが遅れ、

本件浮体と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、野洲市吉川北西方沖において、Ａ船が本件浮体をえい
．．

航

して西北西進中、Ｃ船がウェイクボーダーをえい
．．

航して北東進中、船
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長Ａが、Ａ船の前方を通過したＣ船がそのまま北東進を続けると思

い、また、船長Ｃが、反転して南西進し、後方を振り返ってウェイク

ボーダーを見ながら、共に同じ針路及び速力で航行を続けたため、本

件浮体とＣ船とが衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・水上オートバイの船長は、航行中、ウェイクボーダーをえい
．．

航し

て航行している水上オートバイを認めた場合、水上オートバイは

もとよりウェイクボーダーの動静に注意し、適切な見張りを行う

とともに安全な距離を保って航行すること。 

・水上オートバイの船長は、浮体等をえい
．．

航している場合、後部に

見張りを立てること。 

・水上オートバイの船長は、ウェイクボーダーをえい
．．

航して反転す

る際、反転後の進路上付近に船がいないか注意し、船がいないこ

とを確認してから反転すること。 

・水上オートバイの船長は、飲酒をした状態での操船は行わないこ

と。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土地理院 地理院地図（電子国土 Web）使用 

琵琶湖 

滋賀県 

３００ｍ 

吉川三等三角点 

滋賀県 

野洲市 

吉川 

５０ｍ 

事故発生場所 

（令和３年７月１８日 

 １４時２０分ごろ発生） Ａ船 

本件浮体 

係留地Ａ 

Ｃ船 

ウェイクボーダー 

係留地Ｃ 

１４時１９分ごろ 

１４時１９分５０秒ごろ 


